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生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

学　校　生　活

　学校生活においては、基本的な生活習慣を

守り、積極的に学習や行事に取り組むこと。

基　　本
１．生徒は、本校在学中、常に生徒証および

生徒手帳を携行すること。

学　　習
１．学校生活の中心は、学習である。何事に

おいても授業第一に心がけること。

２．学習は、常に自主的・計画的・合理的・

永続的に行い、各自その環境に応じて能率

的な学習方法、時間の効果的な利用を工夫

すること。

服　　装
１．服装は、教養品位の現れである。清潔・

端正を旨とし、華美・虚飾に流れ、粗野・

不潔にならないように心がけること。

２．通学時および学校生活においては、本校

指定の制服を着用すること。本校指定の服

装は、次の図のとおり。

冬　服

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会



－18－ －19－

生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

学　校　生　活

　学校生活においては、基本的な生活習慣を

守り、積極的に学習や行事に取り組むこと。

基　　本
１．生徒は、本校在学中、常に生徒証および

生徒手帳を携行すること。

学　　習
１．学校生活の中心は、学習である。何事に

おいても授業第一に心がけること。

２．学習は、常に自主的・計画的・合理的・

永続的に行い、各自その環境に応じて能率

的な学習方法、時間の効果的な利用を工夫

すること。

服　　装
１．服装は、教養品位の現れである。清潔・

端正を旨とし、華美・虚飾に流れ、粗野・

不潔にならないように心がけること。

２．通学時および学校生活においては、本校

指定の制服を着用すること。本校指定の服

装は、次の図のとおり。

冬　服

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会
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生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

制　　服
１．登下校時（休業日も含む）は、必ず制服

を着用すること。

　４月、11～３月は冬服［必ずブレザー着用］

　５月～10月は夏服もしくは冬服

２．希望者は、本校指定のセーターやベスト

を着用してもよいが、本校指定以外のもの

は着用不可。

３．制服の加工は厳に慎しむこと。

防寒具類
１．防寒具のうちオーバー類、マフラー等は、

登下校時に着用してもさしつかえないが、

華美なものや特異なものは避けること。た

だし、校内では着用しないこと。

２．カッターシャツやブラウスの襟から上に

はみ出すようなもの（ハイネックのアン

ダーウェア類）は着用しないこと。

は き 物
１．通学時においては､くつを使用すること｡

２．校舎内および学校指定の場所では、本校

指定の上ばき（スリッパ）を使用すること。

３．体育館では、本校指定の体育館シューズ

を使用すること。

夏　服 校内生活
１．登　下　校

（1） 始業時刻を次のように定める。

　　　　予鈴 8 時25分　　始業 8時30分

（2） 下校時刻を次のように定める。

　四季を通じて17時00分。やむを得ずそ

の時刻以後に学校にとどまる場合は、必

ず関係の先生の付添いを必要とする。こ

の場合でも４月から９月の間は19時30分

（水曜日は、19時00分）、10月から３月の

間は19時00分までに下校すること。

（3） 登校後は、授業終了まで校外へ出ない

こと。外出の必要がある場合には、学級

担任に届け出て許可を受けること。

（4） 登下校に際して、単車や自動車等の使

用は認めない。

（5） 単車や自動車等による送迎を禁止する。

特別な事情がある場合には、学級担任に

申し出ること。その場合、保護者の送迎

に限り許可する。

２．互いに敬愛の念をもって接し、礼儀を重

んじるように心がけること。

３．校舎・校具その他の公共物を大切に取り

扱うこと。

４．校舎内外の清潔・整頓に心がけ、互いに

く つ 下
  　華美なもの、高校生として品位を欠くも

のは避けること。

頭 髪 等
１．頭髪は、男女ともに清潔・端正を旨とす

ること。パーマ、脱色、染色等は認めない。

２．装身具、化粧等学校生活において不必要

なものは、身につけたりしないこと。

所持品等
１．カバンその他の携行品は、華美なものは

避けること。

２．不必要な大金および貴重品等は、学校に

持参しないこと。

３．所持品には、必ず記名すること。

４.下足ロッカーは、必ず施錠すること。

備　　考
  　病気その他やむを得ない理由によって、

所定の服装以外のものを着用する場合には、

学級担任を通じて生活指導部に申し出て、

異装許可を受けること。

校外生活
１．校外における服装・言動は、ただ一個人

の問題にとどまらない。学校の名誉と高校

生としての誇りと品位を保ち、責任のある

行動をとるようにすること。

２．三ない運動「免許を取らない」「単車に乗

らない」「単車を買わない」を守り、単車や

自動車等を運転することがないようにする

こと。

３．高校生としてふさわしくない場所には、

決して出入りしないようにすること。

４．アルバイトは、原則として禁止する。家

庭の事情等でやむ得ずアルバイトをする場

合は、保護者の承諾を得ること。この場合、

保護者が責任を持ち、高校生として差しさ

わりのない職種・時間帯・職業環境のもの

に限ること。

自転車通学
１．自転車通学をする者は、本校のステッカー

を指定された場所に必ず貼っておくこと。

２．自転車は、指定された自転車置場に整列

して置き、必ず施錠しておくこと。

３．高鷲方面からの自転車通学者は、定めら

れた通学路を通行すること。農道は通行し

協力して学校の美化に努めること。

５．日々の掲示・放送に注意すること。

６．集合時には、時刻を厳守し、敏速・静粛

に行動し、良識のある態度で臨むこと。

７．定められた時間・場所以外では、飲食し

ないこと。

８．遊び道具は、絶対に学校に持って来ない

こと。

９．次の場合には、事前に関係の先生の指導

を受けること。

（1） 諸種の集会・行事を開催する場合。

（2） 掲示・放送をする場合。

（3） 印刷物を出版、または配布する場合。

10. 校舎・校具を借用、または校具を移動す

る場合には、あらかじめ学校の許可を受け

てから行うこと。

11. 次の場合には、関係の先生に届け出るこ

と。

（1） 校舎・校具を破損した場合、または破

損を発見した場合。

（2） 所持品を紛失または拾得した場合。

（3） 納金・提出物を期間内に提出できない

場合。

（4） 事故または盗難に遭った場合。

（5） その他異常を発見した場合。

  た不正行為をした者は、実情に即し、退学・

停学・訓告等の懲戒処分に付せられる。

３．次のときは、前項に該当する。

（1） 喫煙、飲酒およびその器具所持などの

予備行為、ならびにその同席。

（2）薬物等の乱用およびその器具所持など

の予備行為、ならびにその同席。

（3）窃盗、横領、恐喝、ならびにこれに類

する行為。

（4）暴力行為および暴言、ならびにこれに

類する行為。

（5）故意による、公共物などを破損または

汚損する行為。

（6）単車や自動車等を使用した行為、また

は同乗した行為。

（7）考査中の不正行為、ならびこれに類す

る行為。

（8）教育上の指導に対する指導拒否や指導

無視などの行為。

（9）その他学校の秩序を乱す行為など、生

徒としての本分に反した行為。

諸　　届
１．諸届は、すべて保護者から学級担任を通

じて関係分掌・学校長に届け出なければな

ないこと。（創立時の申し合せ）

４．藤井寺駅、高鷲駅からの自転車通学者は、

有料駐輪場に置くこと。（駅周辺には置かな

いこと。）

５．必ず防犯登録および灯火（ライト）の設

備をしておくこと。

６．雨天時は、必ずレインウェアを着用する

こと。

７．二人乗りは、決してしないこと。

８．交通法規をよく守り､無理な運転をせず､

他の通行者の邪魔にならないよう心がける

こと。

相　　談
１．一身上のことがらや友人の問題で解決に

苦しむような場合には、保護者や先生など

に打ち明けて助言を受け、安心して学校生

活が送れるようにすること。

２．身体上の悩み、その他の悩みは、保健室

に気軽に相談すること。（個人の秘密は、厳

守します｡）

賞　　罰
１．生徒の模範行為は､全生徒に賞揚される｡

２．誓約書に違反して問題を起こしたり、ま

と。

（5） 遅刻　やむを得ない理由により遅刻し

た場合は、ただちに教室に入り授業を受

け、それが終り次第、教科担当に口頭で

申し出ること。遅刻が多い場合には学校

から一定の指導を受けることがある。

（6） 早退　やむを得ない理由により授業の

途中で退室する場合または登校後途中で

早退する場合は、必ず授業担当者または

学級担任に申し出て許可を受けること。

らない。

２．次の場合には、書類を提出しなければな

らない。

（1） 氏名・住所・保護者・保証人の変更が

あった場合は、各変更届。

（2） 学校感染症にかかった場合は、医師の

証明書。

３．欠席･欠課･遅刻･早退･外出等について

（1） 欠席　欠席する場合は、できるだけ当

日にその理由を保護者または本人から口

頭で連絡すること。やむを得ない場合に

は、次の登校日に学級担任に届け出るこ

と。

（2） 1 週間以上にわたる病気欠席の場合は、

医師の診断書を添付すること。病後で体

育授業等を見学する必要がある場合は、

生徒手帳の連絡欄に記入して届け出るこ

と。

（3） 服忌規定　服忌の場合は、下記を限度

として、関係を明記した上で届け出るこ

と。

　　　父母…10日　祖父母・兄弟姉妹…５日

　　　伯叔父母…３日　その他の親族…１日

（4） 欠課　やむを得ない理由により欠課す

る場合は、事前に学級担任に届け出るこ

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会
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生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

制　　服
１．登下校時（休業日も含む）は、必ず制服

を着用すること。

　４月、11～３月は冬服［必ずブレザー着用］

　５月～10月は夏服もしくは冬服

２．希望者は、本校指定のセーターやベスト

を着用してもよいが、本校指定以外のもの

は着用不可。

３．制服の加工は厳に慎しむこと。

防寒具類
１．防寒具のうちオーバー類、マフラー等は、

登下校時に着用してもさしつかえないが、

華美なものや特異なものは避けること。た

だし、校内では着用しないこと。

２．カッターシャツやブラウスの襟から上に

はみ出すようなもの（ハイネックのアン

ダーウェア類）は着用しないこと。

は き 物
１．通学時においては､くつを使用すること｡

２．校舎内および学校指定の場所では、本校

指定の上ばき（スリッパ）を使用すること。

３．体育館では、本校指定の体育館シューズ

を使用すること。

夏　服 校内生活
１．登　下　校

（1） 始業時刻を次のように定める。

　　　　予鈴 8 時25分　　始業 8時30分

（2） 下校時刻を次のように定める。

　四季を通じて17時00分。やむを得ずそ

の時刻以後に学校にとどまる場合は、必

ず関係の先生の付添いを必要とする。こ

の場合でも４月から９月の間は19時30分

（水曜日は、19時00分）、10月から３月の

間は19時00分までに下校すること。

（3） 登校後は、授業終了まで校外へ出ない

こと。外出の必要がある場合には、学級

担任に届け出て許可を受けること。

（4） 登下校に際して、単車や自動車等の使

用は認めない。

（5） 単車や自動車等による送迎を禁止する。

特別な事情がある場合には、学級担任に

申し出ること。その場合、保護者の送迎

に限り許可する。

２．互いに敬愛の念をもって接し、礼儀を重

んじるように心がけること。

３．校舎・校具その他の公共物を大切に取り

扱うこと。

４．校舎内外の清潔・整頓に心がけ、互いに

く つ 下
  　華美なもの、高校生として品位を欠くも

のは避けること。

頭 髪 等
１．頭髪は、男女ともに清潔・端正を旨とす

ること。パーマ、脱色、染色等は認めない。

２．装身具、化粧等学校生活において不必要

なものは、身につけたりしないこと。

所持品等
１．カバンその他の携行品は、華美なものは

避けること。

２．不必要な大金および貴重品等は、学校に

持参しないこと。

３．所持品には、必ず記名すること。

４.下足ロッカーは、必ず施錠すること。

備　　考
  　病気その他やむを得ない理由によって、

所定の服装以外のものを着用する場合には、

学級担任を通じて生活指導部に申し出て、

異装許可を受けること。

校外生活
１．校外における服装・言動は、ただ一個人

の問題にとどまらない。学校の名誉と高校

生としての誇りと品位を保ち、責任のある

行動をとるようにすること。

２．三ない運動「免許を取らない」「単車に乗

らない」「単車を買わない」を守り、単車や

自動車等を運転することがないようにする

こと。

３．高校生としてふさわしくない場所には、

決して出入りしないようにすること。

４．アルバイトは、原則として禁止する。家

庭の事情等でやむ得ずアルバイトをする場

合は、保護者の承諾を得ること。この場合、

保護者が責任を持ち、高校生として差しさ

わりのない職種・時間帯・職業環境のもの

に限ること。

自転車通学
１．自転車通学をする者は、本校のステッカー

を指定された場所に必ず貼っておくこと。

２．自転車は、指定された自転車置場に整列

して置き、必ず施錠しておくこと。

３．高鷲方面からの自転車通学者は、定めら

れた通学路を通行すること。農道は通行し

協力して学校の美化に努めること。

５．日々の掲示・放送に注意すること。

６．集合時には、時刻を厳守し、敏速・静粛

に行動し、良識のある態度で臨むこと。

７．定められた時間・場所以外では、飲食し

ないこと。

８．遊び道具は、絶対に学校に持って来ない

こと。

９．次の場合には、事前に関係の先生の指導

を受けること。

（1） 諸種の集会・行事を開催する場合。

（2） 掲示・放送をする場合。

（3） 印刷物を出版、または配布する場合。

10. 校舎・校具を借用、または校具を移動す

る場合には、あらかじめ学校の許可を受け

てから行うこと。

11. 次の場合には、関係の先生に届け出るこ

と。

（1） 校舎・校具を破損した場合、または破

損を発見した場合。

（2） 所持品を紛失または拾得した場合。

（3） 納金・提出物を期間内に提出できない

場合。

（4） 事故または盗難に遭った場合。

（5） その他異常を発見した場合。

  た不正行為をした者は、実情に即し、退学・

停学・訓告等の懲戒処分に付せられる。

３．次のときは、前項に該当する。

（1） 喫煙、飲酒およびその器具所持などの

予備行為、ならびにその同席。

（2）薬物等の乱用およびその器具所持など

の予備行為、ならびにその同席。

（3）窃盗、横領、恐喝、ならびにこれに類

する行為。

（4）暴力行為および暴言、ならびにこれに

類する行為。

（5）故意による、公共物などを破損または

汚損する行為。

（6）単車や自動車等を使用した行為、また

は同乗した行為。

（7）考査中の不正行為、ならびこれに類す

る行為。

（8）教育上の指導に対する指導拒否や指導

無視などの行為。

（9）その他学校の秩序を乱す行為など、生

徒としての本分に反した行為。

諸　　届
１．諸届は、すべて保護者から学級担任を通

じて関係分掌・学校長に届け出なければな

ないこと。（創立時の申し合せ）

４．藤井寺駅、高鷲駅からの自転車通学者は、

有料駐輪場に置くこと。（駅周辺には置かな

いこと。）

５．必ず防犯登録および灯火（ライト）の設

備をしておくこと。

６．雨天時は、必ずレインウェアを着用する

こと。

７．二人乗りは、決してしないこと。

８．交通法規をよく守り､無理な運転をせず､

他の通行者の邪魔にならないよう心がける

こと。

相　　談
１．一身上のことがらや友人の問題で解決に

苦しむような場合には、保護者や先生など

に打ち明けて助言を受け、安心して学校生

活が送れるようにすること。

２．身体上の悩み、その他の悩みは、保健室

に気軽に相談すること。（個人の秘密は、厳

守します｡）

賞　　罰
１．生徒の模範行為は､全生徒に賞揚される｡

２．誓約書に違反して問題を起こしたり、ま

と。

（5） 遅刻　やむを得ない理由により遅刻し

た場合は、ただちに教室に入り授業を受

け、それが終り次第、教科担当に口頭で

申し出ること。遅刻が多い場合には学校

から一定の指導を受けることがある。

（6） 早退　やむを得ない理由により授業の

途中で退室する場合または登校後途中で

早退する場合は、必ず授業担当者または

学級担任に申し出て許可を受けること。

らない。

２．次の場合には、書類を提出しなければな

らない。

（1） 氏名・住所・保護者・保証人の変更が

あった場合は、各変更届。

（2） 学校感染症にかかった場合は、医師の

証明書。

３．欠席･欠課･遅刻･早退･外出等について

（1） 欠席　欠席する場合は、できるだけ当

日にその理由を保護者または本人から口

頭で連絡すること。やむを得ない場合に

は、次の登校日に学級担任に届け出るこ

と。

（2） 1 週間以上にわたる病気欠席の場合は、

医師の診断書を添付すること。病後で体

育授業等を見学する必要がある場合は、

生徒手帳の連絡欄に記入して届け出るこ

と。

（3） 服忌規定　服忌の場合は、下記を限度

として、関係を明記した上で届け出るこ

と。

　　　父母…10日　祖父母・兄弟姉妹…５日

　　　伯叔父母…３日　その他の親族…１日

（4） 欠課　やむを得ない理由により欠課す

る場合は、事前に学級担任に届け出るこ

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会
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生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

制　　服
１．登下校時（休業日も含む）は、必ず制服

を着用すること。

　４月、11～３月は冬服［必ずブレザー着用］

　５月～10月は夏服もしくは冬服

２．希望者は、本校指定のセーターやベスト

を着用してもよいが、本校指定以外のもの

は着用不可。

３．制服の加工は厳に慎しむこと。

防寒具類
１．防寒具のうちオーバー類、マフラー等は、

登下校時に着用してもさしつかえないが、

華美なものや特異なものは避けること。た

だし、校内では着用しないこと。

２．カッターシャツやブラウスの襟から上に

はみ出すようなもの（ハイネックのアン

ダーウェア類）は着用しないこと。

は き 物
１．通学時においては､くつを使用すること｡

２．校舎内および学校指定の場所では、本校

指定の上ばき（スリッパ）を使用すること。

３．体育館では、本校指定の体育館シューズ

を使用すること。

校内生活
１．登　下　校

（1） 始業時刻を次のように定める。

　　　　予鈴 8 時25分　　始業 8時30分

（2） 下校時刻を次のように定める。

　四季を通じて17時00分。やむを得ずそ

の時刻以後に学校にとどまる場合は、必

ず関係の先生の付添いを必要とする。こ

の場合でも４月から９月の間は19時30分

（水曜日は、19時00分）、10月から３月の

間は19時00分までに下校すること。

（3） 登校後は、授業終了まで校外へ出ない

こと。外出の必要がある場合には、学級

担任に届け出て許可を受けること。

（4） 登下校に際して、単車や自動車等の使

用は認めない。

（5） 単車や自動車等による送迎を禁止する。

特別な事情がある場合には、学級担任に

申し出ること。その場合、保護者の送迎

に限り許可する。

２．互いに敬愛の念をもって接し、礼儀を重

んじるように心がけること。

３．校舎・校具その他の公共物を大切に取り

扱うこと。

４．校舎内外の清潔・整頓に心がけ、互いに

く つ 下
  　華美なもの、高校生として品位を欠くも

のは避けること。

頭 髪 等
１．頭髪は、男女ともに清潔・端正を旨とす

ること。パーマ、脱色、染色等は認めない。

２．装身具、化粧等学校生活において不必要

なものは、身につけたりしないこと。

所持品等
１．カバンその他の携行品は、華美なものは

避けること。

２．不必要な大金および貴重品等は、学校に

持参しないこと。

３．所持品には、必ず記名すること。

４.下足ロッカーは、必ず施錠すること。

備　　考
  　病気その他やむを得ない理由によって、

所定の服装以外のものを着用する場合には、

学級担任を通じて生活指導部に申し出て、

異装許可を受けること。

校外生活
１．校外における服装・言動は、ただ一個人

の問題にとどまらない。学校の名誉と高校

生としての誇りと品位を保ち、責任のある

行動をとるようにすること。

２．三ない運動「免許を取らない」「単車に乗

らない」「単車を買わない」を守り、単車や

自動車等を運転することがないようにする

こと。

３．高校生としてふさわしくない場所には、

決して出入りしないようにすること。

４．アルバイトは、原則として禁止する。家

庭の事情等でやむ得ずアルバイトをする場

合は、保護者の承諾を得ること。この場合、

保護者が責任を持ち、高校生として差しさ

わりのない職種・時間帯・職業環境のもの

に限ること。

自転車通学
１．自転車通学をする者は、本校のステッカー

を指定された場所に必ず貼っておくこと。

２．自転車は、指定された自転車置場に整列

して置き、必ず施錠しておくこと。

３．高鷲方面からの自転車通学者は、定めら

れた通学路を通行すること。農道は通行し

協力して学校の美化に努めること。

５．日々の掲示・放送に注意すること。

６．集合時には、時刻を厳守し、敏速・静粛

に行動し、良識のある態度で臨むこと。

７．定められた時間・場所以外では、飲食し

ないこと。

８．遊び道具は、絶対に学校に持って来ない

こと。

９．次の場合には、事前に関係の先生の指導

を受けること。

（1） 諸種の集会・行事を開催する場合。

（2） 掲示・放送をする場合。

（3） 印刷物を出版、または配布する場合。

10. 校舎・校具を借用、または校具を移動す

る場合には、あらかじめ学校の許可を受け

てから行うこと。

11. 次の場合には、関係の先生に届け出るこ

と。

（1） 校舎・校具を破損した場合、または破

損を発見した場合。

（2） 所持品を紛失または拾得した場合。

（3） 納金・提出物を期間内に提出できない

場合。

（4） 事故または盗難に遭った場合。

（5） その他異常を発見した場合。

  た不正行為をした者は、実情に即し、退学・

停学・訓告等の懲戒処分に付せられる。

３．次のときは、前項に該当する。

（1） 喫煙、飲酒およびその器具所持などの

予備行為、ならびにその同席。

（2）薬物等の乱用およびその器具所持など

の予備行為、ならびにその同席。

（3）窃盗、横領、恐喝、ならびにこれに類

する行為。

（4）暴力行為および暴言、ならびにこれに

類する行為。

（5）故意による、公共物などを破損または

汚損する行為。

（6）単車や自動車等を使用した行為、また

は同乗した行為。

（7）考査中の不正行為、ならびこれに類す

る行為。

（8）教育上の指導に対する指導拒否や指導

無視などの行為。

（9）その他学校の秩序を乱す行為など、生

徒としての本分に反した行為。

諸　　届
１．諸届は、すべて保護者から学級担任を通

じて関係分掌・学校長に届け出なければな

ないこと。（創立時の申し合せ）

４．藤井寺駅、高鷲駅からの自転車通学者は、

有料駐輪場に置くこと。（駅周辺には置かな

いこと。）

５．必ず防犯登録および灯火（ライト）の設

備をしておくこと。

６．雨天時は、必ずレインウェアを着用する

こと。

７．二人乗りは、決してしないこと。

８．交通法規をよく守り､無理な運転をせず､

他の通行者の邪魔にならないよう心がける

こと。

相　　談
１．一身上のことがらや友人の問題で解決に

苦しむような場合には、保護者や先生など

に打ち明けて助言を受け、安心して学校生

活が送れるようにすること。

２．身体上の悩み、その他の悩みは、保健室

に気軽に相談すること。（個人の秘密は、厳

守します｡）

賞　　罰
１．生徒の模範行為は､全生徒に賞揚される｡

２．誓約書に違反して問題を起こしたり、ま

と。

（5） 遅刻　やむを得ない理由により遅刻し

た場合は、ただちに教室に入り授業を受

け、それが終り次第、教科担当に口頭で

申し出ること。遅刻が多い場合には学校

から一定の指導を受けることがある。

（6） 早退　やむを得ない理由により授業の

途中で退室する場合または登校後途中で

早退する場合は、必ず授業担当者または

学級担任に申し出て許可を受けること。

らない。

２．次の場合には、書類を提出しなければな

らない。

（1） 氏名・住所・保護者・保証人の変更が

あった場合は、各変更届。

（2） 学校感染症にかかった場合は、医師の

証明書。

３．欠席･欠課･遅刻･早退･外出等について

（1） 欠席　欠席する場合は、できるだけ当

日にその理由を保護者または本人から口

頭で連絡すること。やむを得ない場合に

は、次の登校日に学級担任に届け出るこ

と。

（2） 1 週間以上にわたる病気欠席の場合は、

医師の診断書を添付すること。病後で体

育授業等を見学する必要がある場合は、

生徒手帳の連絡欄に記入して届け出るこ

と。

（3） 服忌規定　服忌の場合は、下記を限度

として、関係を明記した上で届け出るこ

と。

　　　父母…10日　祖父母・兄弟姉妹…５日

　　　伯叔父母…３日　その他の親族…１日

（4） 欠課　やむを得ない理由により欠課す

る場合は、事前に学級担任に届け出るこ

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会
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生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

制　　服
１．登下校時（休業日も含む）は、必ず制服

を着用すること。

　４月、11～３月は冬服［必ずブレザー着用］

　５月～10月は夏服もしくは冬服

２．希望者は、本校指定のセーターやベスト

を着用してもよいが、本校指定以外のもの

は着用不可。

３．制服の加工は厳に慎しむこと。

防寒具類
１．防寒具のうちオーバー類、マフラー等は、

登下校時に着用してもさしつかえないが、

華美なものや特異なものは避けること。た

だし、校内では着用しないこと。

２．カッターシャツやブラウスの襟から上に

はみ出すようなもの（ハイネックのアン

ダーウェア類）は着用しないこと。

は き 物
１．通学時においては､くつを使用すること｡

２．校舎内および学校指定の場所では、本校

指定の上ばき（スリッパ）を使用すること。

３．体育館では、本校指定の体育館シューズ

を使用すること。

校内生活
１．登　下　校

（1） 始業時刻を次のように定める。

　　　　予鈴 8 時25分　　始業 8時30分

（2） 下校時刻を次のように定める。

　四季を通じて17時00分。やむを得ずそ

の時刻以後に学校にとどまる場合は、必

ず関係の先生の付添いを必要とする。こ

の場合でも４月から９月の間は19時30分

（水曜日は、19時00分）、10月から３月の

間は19時00分までに下校すること。

（3） 登校後は、授業終了まで校外へ出ない

こと。外出の必要がある場合には、学級

担任に届け出て許可を受けること。

（4） 登下校に際して、単車や自動車等の使

用は認めない。

（5） 単車や自動車等による送迎を禁止する。

特別な事情がある場合には、学級担任に

申し出ること。その場合、保護者の送迎

に限り許可する。

２．互いに敬愛の念をもって接し、礼儀を重

んじるように心がけること。

３．校舎・校具その他の公共物を大切に取り

扱うこと。

４．校舎内外の清潔・整頓に心がけ、互いに

く つ 下
  　華美なもの、高校生として品位を欠くも

のは避けること。

頭 髪 等
１．頭髪は、男女ともに清潔・端正を旨とす

ること。パーマ、脱色、染色等は認めない。

２．装身具、化粧等学校生活において不必要

なものは、身につけたりしないこと。

所持品等
１．カバンその他の携行品は、華美なものは

避けること。

２．不必要な大金および貴重品等は、学校に

持参しないこと。

３．所持品には、必ず記名すること。

４.下足ロッカーは、必ず施錠すること。

備　　考
  　病気その他やむを得ない理由によって、

所定の服装以外のものを着用する場合には、

学級担任を通じて生活指導部に申し出て、

異装許可を受けること。

校外生活
１．校外における服装・言動は、ただ一個人

の問題にとどまらない。学校の名誉と高校

生としての誇りと品位を保ち、責任のある

行動をとるようにすること。

２．三ない運動「免許を取らない」「単車に乗

らない」「単車を買わない」を守り、単車や

自動車等を運転することがないようにする

こと。

３．高校生としてふさわしくない場所には、

決して出入りしないようにすること。

４．アルバイトは、原則として禁止する。家

庭の事情等でやむ得ずアルバイトをする場

合は、保護者の承諾を得ること。この場合、

保護者が責任を持ち、高校生として差しさ

わりのない職種・時間帯・職業環境のもの

に限ること。

自転車通学
１．自転車通学をする者は、本校のステッカー

を指定された場所に必ず貼っておくこと。

２．自転車は、指定された自転車置場に整列

して置き、必ず施錠しておくこと。

３．高鷲方面からの自転車通学者は、定めら

れた通学路を通行すること。農道は通行し

協力して学校の美化に努めること。

５．日々の掲示・放送に注意すること。

６．集合時には、時刻を厳守し、敏速・静粛

に行動し、良識のある態度で臨むこと。

７．定められた時間・場所以外では、飲食し

ないこと。

８．遊び道具は、絶対に学校に持って来ない

こと。

９．次の場合には、事前に関係の先生の指導

を受けること。

（1） 諸種の集会・行事を開催する場合。

（2） 掲示・放送をする場合。

（3） 印刷物を出版、または配布する場合。

10. 校舎・校具を借用、または校具を移動す

る場合には、あらかじめ学校の許可を受け

てから行うこと。

11. 次の場合には、関係の先生に届け出るこ

と。

（1） 校舎・校具を破損した場合、または破

損を発見した場合。

（2） 所持品を紛失または拾得した場合。

（3） 納金・提出物を期間内に提出できない

場合。

（4） 事故または盗難に遭った場合。

（5） その他異常を発見した場合。

  た不正行為をした者は、実情に即し、退学・

停学・訓告等の懲戒処分に付せられる。

３．次のときは、前項に該当する。

（1） 喫煙、飲酒およびその器具所持などの

予備行為、ならびにその同席。

（2）薬物等の乱用およびその器具所持など

の予備行為、ならびにその同席。

（3）窃盗、横領、恐喝、ならびにこれに類

する行為。

（4）暴力行為および暴言、ならびにこれに

類する行為。

（5）故意による、公共物などを破損または

汚損する行為。

（6）単車や自動車等を使用した行為、また

は同乗した行為。

（7）考査中の不正行為、ならびこれに類す

る行為。

（8）教育上の指導に対する指導拒否や指導

無視などの行為。

（9）その他学校の秩序を乱す行為など、生

徒としての本分に反した行為。

諸　　届
１．諸届は、すべて保護者から学級担任を通

じて関係分掌・学校長に届け出なければな

ないこと。（創立時の申し合せ）

４．藤井寺駅、高鷲駅からの自転車通学者は、

有料駐輪場に置くこと。（駅周辺には置かな

いこと。）

５．必ず防犯登録および灯火（ライト）の設

備をしておくこと。

６．雨天時は、必ずレインウェアを着用する

こと。

７．二人乗りは、決してしないこと。

８．交通法規をよく守り､無理な運転をせず､

他の通行者の邪魔にならないよう心がける

こと。

相　　談
１．一身上のことがらや友人の問題で解決に

苦しむような場合には、保護者や先生など

に打ち明けて助言を受け、安心して学校生

活が送れるようにすること。

２．身体上の悩み、その他の悩みは、保健室

に気軽に相談すること。（個人の秘密は、厳

守します｡）

賞　　罰
１．生徒の模範行為は､全生徒に賞揚される｡

２．誓約書に違反して問題を起こしたり、ま

と。

（5） 遅刻　やむを得ない理由により遅刻し

た場合は、ただちに教室に入り授業を受

け、それが終り次第、教科担当に口頭で

申し出ること。遅刻が多い場合には学校

から一定の指導を受けることがある。

（6） 早退　やむを得ない理由により授業の

途中で退室する場合または登校後途中で

早退する場合は、必ず授業担当者または

学級担任に申し出て許可を受けること。

らない。

２．次の場合には、書類を提出しなければな

らない。

（1） 氏名・住所・保護者・保証人の変更が

あった場合は、各変更届。

（2） 学校感染症にかかった場合は、医師の

証明書。

３．欠席･欠課･遅刻･早退･外出等について

（1） 欠席　欠席する場合は、できるだけ当

日にその理由を保護者または本人から口

頭で連絡すること。やむを得ない場合に

は、次の登校日に学級担任に届け出るこ

と。

（2） 1 週間以上にわたる病気欠席の場合は、

医師の診断書を添付すること。病後で体

育授業等を見学する必要がある場合は、

生徒手帳の連絡欄に記入して届け出るこ

と。

（3） 服忌規定　服忌の場合は、下記を限度

として、関係を明記した上で届け出るこ

と。

　　　父母…10日　祖父母・兄弟姉妹…５日

　　　伯叔父母…３日　その他の親族…１日

（4） 欠課　やむを得ない理由により欠課す

る場合は、事前に学級担任に届け出るこ

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会
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生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

制　　服
１．登下校時（休業日も含む）は、必ず制服

を着用すること。

　４月、11～３月は冬服［必ずブレザー着用］

　５月～10月は夏服もしくは冬服

２．希望者は、本校指定のセーターやベスト

を着用してもよいが、本校指定以外のもの

は着用不可。

３．制服の加工は厳に慎しむこと。

防寒具類
１．防寒具のうちオーバー類、マフラー等は、

登下校時に着用してもさしつかえないが、

華美なものや特異なものは避けること。た

だし、校内では着用しないこと。

２．カッターシャツやブラウスの襟から上に

はみ出すようなもの（ハイネックのアン

ダーウェア類）は着用しないこと。

は き 物
１．通学時においては､くつを使用すること｡

２．校舎内および学校指定の場所では、本校

指定の上ばき（スリッパ）を使用すること。

３．体育館では、本校指定の体育館シューズ

を使用すること。

校内生活
１．登　下　校

（1） 始業時刻を次のように定める。

　　　　予鈴 8 時25分　　始業 8時30分

（2） 下校時刻を次のように定める。

　四季を通じて17時00分。やむを得ずそ

の時刻以後に学校にとどまる場合は、必

ず関係の先生の付添いを必要とする。こ

の場合でも４月から９月の間は19時30分

（水曜日は、19時00分）、10月から３月の

間は19時00分までに下校すること。

（3） 登校後は、授業終了まで校外へ出ない

こと。外出の必要がある場合には、学級

担任に届け出て許可を受けること。

（4） 登下校に際して、単車や自動車等の使

用は認めない。

（5） 単車や自動車等による送迎を禁止する。

特別な事情がある場合には、学級担任に

申し出ること。その場合、保護者の送迎

に限り許可する。

２．互いに敬愛の念をもって接し、礼儀を重

んじるように心がけること。

３．校舎・校具その他の公共物を大切に取り

扱うこと。

４．校舎内外の清潔・整頓に心がけ、互いに

く つ 下
  　華美なもの、高校生として品位を欠くも

のは避けること。

頭 髪 等
１．頭髪は、男女ともに清潔・端正を旨とす

ること。パーマ、脱色、染色等は認めない。

２．装身具、化粧等学校生活において不必要

なものは、身につけたりしないこと。

所持品等
１．カバンその他の携行品は、華美なものは

避けること。

２．不必要な大金および貴重品等は、学校に

持参しないこと。

３．所持品には、必ず記名すること。

４.下足ロッカーは、必ず施錠すること。

備　　考
  　病気その他やむを得ない理由によって、

所定の服装以外のものを着用する場合には、

学級担任を通じて生活指導部に申し出て、

異装許可を受けること。

校外生活
１．校外における服装・言動は、ただ一個人

の問題にとどまらない。学校の名誉と高校

生としての誇りと品位を保ち、責任のある

行動をとるようにすること。

２．三ない運動「免許を取らない」「単車に乗

らない」「単車を買わない」を守り、単車や

自動車等を運転することがないようにする

こと。

３．高校生としてふさわしくない場所には、

決して出入りしないようにすること。

４．アルバイトは、原則として禁止する。家

庭の事情等でやむ得ずアルバイトをする場

合は、保護者の承諾を得ること。この場合、

保護者が責任を持ち、高校生として差しさ

わりのない職種・時間帯・職業環境のもの

に限ること。

自転車通学
１．自転車通学をする者は、本校のステッカー

を指定された場所に必ず貼っておくこと。

２．自転車は、指定された自転車置場に整列

して置き、必ず施錠しておくこと。

３．高鷲方面からの自転車通学者は、定めら

れた通学路を通行すること。農道は通行し

協力して学校の美化に努めること。

５．日々の掲示・放送に注意すること。

６．集合時には、時刻を厳守し、敏速・静粛

に行動し、良識のある態度で臨むこと。

７．定められた時間・場所以外では、飲食し

ないこと。

８．遊び道具は、絶対に学校に持って来ない

こと。

９．次の場合には、事前に関係の先生の指導

を受けること。

（1） 諸種の集会・行事を開催する場合。

（2） 掲示・放送をする場合。

（3） 印刷物を出版、または配布する場合。

10. 校舎・校具を借用、または校具を移動す

る場合には、あらかじめ学校の許可を受け

てから行うこと。

11. 次の場合には、関係の先生に届け出るこ

と。

（1） 校舎・校具を破損した場合、または破

損を発見した場合。

（2） 所持品を紛失または拾得した場合。

（3） 納金・提出物を期間内に提出できない

場合。

（4） 事故または盗難に遭った場合。

（5） その他異常を発見した場合。

  た不正行為をした者は、実情に即し、退学・

停学・訓告等の懲戒処分に付せられる。

３．次のときは、前項に該当する。

（1） 喫煙、飲酒およびその器具所持などの

予備行為、ならびにその同席。

（2）薬物等の乱用およびその器具所持など

の予備行為、ならびにその同席。

（3）窃盗、横領、恐喝、ならびにこれに類

する行為。

（4）暴力行為および暴言、ならびにこれに

類する行為。

（5）故意による、公共物などを破損または

汚損する行為。

（6）単車や自動車等を使用した行為、また

は同乗した行為。

（7）考査中の不正行為、ならびこれに類す

る行為。

（8）教育上の指導に対する指導拒否や指導

無視などの行為。

（9）その他学校の秩序を乱す行為など、生

徒としての本分に反した行為。

諸　　届
１．諸届は、すべて保護者から学級担任を通

じて関係分掌・学校長に届け出なければな

ないこと。（創立時の申し合せ）

４．藤井寺駅、高鷲駅からの自転車通学者は、

有料駐輪場に置くこと。（駅周辺には置かな

いこと。）

５．必ず防犯登録および灯火（ライト）の設

備をしておくこと。

６．雨天時は、必ずレインウェアを着用する

こと。

７．二人乗りは、決してしないこと。

８．交通法規をよく守り､無理な運転をせず､

他の通行者の邪魔にならないよう心がける

こと。

相　　談
１．一身上のことがらや友人の問題で解決に

苦しむような場合には、保護者や先生など

に打ち明けて助言を受け、安心して学校生

活が送れるようにすること。

２．身体上の悩み、その他の悩みは、保健室

に気軽に相談すること。（個人の秘密は、厳

守します｡）

賞　　罰
１．生徒の模範行為は､全生徒に賞揚される｡

２．誓約書に違反して問題を起こしたり、ま

と。

（5） 遅刻　やむを得ない理由により遅刻し

た場合は、ただちに教室に入り授業を受

け、それが終り次第、教科担当に口頭で

申し出ること。遅刻が多い場合には学校

から一定の指導を受けることがある。

（6） 早退　やむを得ない理由により授業の

途中で退室する場合または登校後途中で

早退する場合は、必ず授業担当者または

学級担任に申し出て許可を受けること。

らない。

２．次の場合には、書類を提出しなければな

らない。

（1） 氏名・住所・保護者・保証人の変更が

あった場合は、各変更届。

（2） 学校感染症にかかった場合は、医師の

証明書。

３．欠席･欠課･遅刻･早退･外出等について

（1） 欠席　欠席する場合は、できるだけ当

日にその理由を保護者または本人から口

頭で連絡すること。やむを得ない場合に

は、次の登校日に学級担任に届け出るこ

と。

（2） 1 週間以上にわたる病気欠席の場合は、

医師の診断書を添付すること。病後で体

育授業等を見学する必要がある場合は、

生徒手帳の連絡欄に記入して届け出るこ

と。

（3） 服忌規定　服忌の場合は、下記を限度

として、関係を明記した上で届け出るこ

と。

　　　父母…10日　祖父母・兄弟姉妹…５日

　　　伯叔父母…３日　その他の親族…１日

（4） 欠課　やむを得ない理由により欠課す

る場合は、事前に学級担任に届け出るこ

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2 以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3 分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会
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生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

制　　服
１．登下校時（休業日も含む）は、必ず制服

を着用すること。

　４月、11～３月は冬服［必ずブレザー着用］

　５月～10月は夏服もしくは冬服

２．希望者は、本校指定のセーターやベスト

を着用してもよいが、本校指定以外のもの

は着用不可。

３．制服の加工は厳に慎しむこと。

防寒具類
１．防寒具のうちオーバー類、マフラー等は、

登下校時に着用してもさしつかえないが、

華美なものや特異なものは避けること。た

だし、校内では着用しないこと。

２．カッターシャツやブラウスの襟から上に

はみ出すようなもの（ハイネックのアン

ダーウェア類）は着用しないこと。

は き 物
１．通学時においては､くつを使用すること｡

２．校舎内および学校指定の場所では、本校

指定の上ばき（スリッパ）を使用すること。

３．体育館では、本校指定の体育館シューズ

を使用すること。

校内生活
１．登　下　校

（1） 始業時刻を次のように定める。

　　　　予鈴 8 時25分　　始業 8時30分

（2） 下校時刻を次のように定める。

　四季を通じて17時00分。やむを得ずそ

の時刻以後に学校にとどまる場合は、必

ず関係の先生の付添いを必要とする。こ

の場合でも４月から９月の間は19時30分

（水曜日は、19時00分）、10月から３月の

間は19時00分までに下校すること。

（3） 登校後は、授業終了まで校外へ出ない

こと。外出の必要がある場合には、学級

担任に届け出て許可を受けること。

（4） 登下校に際して、単車や自動車等の使

用は認めない。

（5） 単車や自動車等による送迎を禁止する。

特別な事情がある場合には、学級担任に

申し出ること。その場合、保護者の送迎

に限り許可する。

２．互いに敬愛の念をもって接し、礼儀を重

んじるように心がけること。

３．校舎・校具その他の公共物を大切に取り

扱うこと。

４．校舎内外の清潔・整頓に心がけ、互いに

く つ 下
  　華美なもの、高校生として品位を欠くも

のは避けること。

頭 髪 等
１．頭髪は、男女ともに清潔・端正を旨とす

ること。パーマ、脱色、染色等は認めない。

２．装身具、化粧等学校生活において不必要

なものは、身につけたりしないこと。

所持品等
１．カバンその他の携行品は、華美なものは

避けること。

２．不必要な大金および貴重品等は、学校に

持参しないこと。

３．所持品には、必ず記名すること。

４.下足ロッカーは、必ず施錠すること。

備　　考
  　病気その他やむを得ない理由によって、

所定の服装以外のものを着用する場合には、

学級担任を通じて生活指導部に申し出て、

異装許可を受けること。

校外生活
１．校外における服装・言動は、ただ一個人

の問題にとどまらない。学校の名誉と高校

生としての誇りと品位を保ち、責任のある

行動をとるようにすること。

２．三ない運動「免許を取らない」「単車に乗

らない」「単車を買わない」を守り、単車や

自動車等を運転することがないようにする

こと。

３．高校生としてふさわしくない場所には、

決して出入りしないようにすること。

４．アルバイトは、原則として禁止する。家

庭の事情等でやむ得ずアルバイトをする場

合は、保護者の承諾を得ること。この場合、

保護者が責任を持ち、高校生として差しさ

わりのない職種・時間帯・職業環境のもの

に限ること。

自転車通学
１．自転車通学をする者は、本校のステッカー

を指定された場所に必ず貼っておくこと。

２．自転車は、指定された自転車置場に整列

して置き、必ず施錠しておくこと。

３．高鷲方面からの自転車通学者は、定めら

れた通学路を通行すること。農道は通行し

協力して学校の美化に努めること。

５．日々の掲示・放送に注意すること。

６．集合時には、時刻を厳守し、敏速・静粛

に行動し、良識のある態度で臨むこと。

７．定められた時間・場所以外では、飲食し

ないこと。

８．遊び道具は、絶対に学校に持って来ない

こと。

９．次の場合には、事前に関係の先生の指導

を受けること。

（1） 諸種の集会・行事を開催する場合。

（2） 掲示・放送をする場合。

（3） 印刷物を出版、または配布する場合。

10. 校舎・校具を借用、または校具を移動す

る場合には、あらかじめ学校の許可を受け

てから行うこと。

11. 次の場合には、関係の先生に届け出るこ

と。

（1） 校舎・校具を破損した場合、または破

損を発見した場合。

（2） 所持品を紛失または拾得した場合。

（3） 納金・提出物を期間内に提出できない

場合。

（4） 事故または盗難に遭った場合。

（5） その他異常を発見した場合。

  た不正行為をした者は、実情に即し、退学・

停学・訓告等の懲戒処分に付せられる。

３．次のときは、前項に該当する。

（1） 喫煙、飲酒およびその器具所持などの

予備行為、ならびにその同席。

（2）薬物等の乱用およびその器具所持など

の予備行為、ならびにその同席。

（3）窃盗、横領、恐喝、ならびにこれに類

する行為。

（4）暴力行為および暴言、ならびにこれに

類する行為。

（5）故意による、公共物などを破損または

汚損する行為。

（6）単車や自動車等を使用した行為、また

は同乗した行為。

（7）考査中の不正行為、ならびこれに類す

る行為。

（8）教育上の指導に対する指導拒否や指導

無視などの行為。

（9）その他学校の秩序を乱す行為など、生

徒としての本分に反した行為。

諸　　届
１．諸届は、すべて保護者から学級担任を通

じて関係分掌・学校長に届け出なければな

ないこと。（創立時の申し合せ）

４．藤井寺駅、高鷲駅からの自転車通学者は、

有料駐輪場に置くこと。（駅周辺には置かな

いこと。）

５．必ず防犯登録および灯火（ライト）の設

備をしておくこと。

６．雨天時は、必ずレインウェアを着用する

こと。

７．二人乗りは、決してしないこと。

８．交通法規をよく守り､無理な運転をせず､

他の通行者の邪魔にならないよう心がける

こと。

相　　談
１．一身上のことがらや友人の問題で解決に

苦しむような場合には、保護者や先生など

に打ち明けて助言を受け、安心して学校生

活が送れるようにすること。

２．身体上の悩み、その他の悩みは、保健室

に気軽に相談すること。（個人の秘密は、厳

守します｡）

賞　　罰
１．生徒の模範行為は､全生徒に賞揚される｡

２．誓約書に違反して問題を起こしたり、ま

と。

（5） 遅刻　やむを得ない理由により遅刻し

た場合は、ただちに教室に入り授業を受

け、それが終り次第、教科担当に口頭で

申し出ること。遅刻が多い場合には学校

から一定の指導を受けることがある。

（6） 早退　やむを得ない理由により授業の

途中で退室する場合または登校後途中で

早退する場合は、必ず授業担当者または

学級担任に申し出て許可を受けること。

らない。

２．次の場合には、書類を提出しなければな

らない。

（1） 氏名・住所・保護者・保証人の変更が

あった場合は、各変更届。

（2） 学校感染症にかかった場合は、医師の

証明書。

３．欠席･欠課･遅刻･早退･外出等について

（1） 欠席　欠席する場合は、できるだけ当

日にその理由を保護者または本人から口

頭で連絡すること。やむを得ない場合に

は、次の登校日に学級担任に届け出るこ

と。

（2） 1 週間以上にわたる病気欠席の場合は、

医師の診断書を添付すること。病後で体

育授業等を見学する必要がある場合は、

生徒手帳の連絡欄に記入して届け出るこ

と。

（3） 服忌規定　服忌の場合は、下記を限度

として、関係を明記した上で届け出るこ

と。

　　　父母…10日　祖父母・兄弟姉妹…５日

　　　伯叔父母…３日　その他の親族…１日

（4） 欠課　やむを得ない理由により欠課す

る場合は、事前に学級担任に届け出るこ

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2 以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3 分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会
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生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

制　　服
１．登下校時（休業日も含む）は、必ず制服

を着用すること。

　４月、11～３月は冬服［必ずブレザー着用］

　５月～10月は夏服もしくは冬服

２．希望者は、本校指定のセーターやベスト

を着用してもよいが、本校指定以外のもの

は着用不可。

３．制服の加工は厳に慎しむこと。

防寒具類
１．防寒具のうちオーバー類、マフラー等は、

登下校時に着用してもさしつかえないが、

華美なものや特異なものは避けること。た

だし、校内では着用しないこと。

２．カッターシャツやブラウスの襟から上に

はみ出すようなもの（ハイネックのアン

ダーウェア類）は着用しないこと。

は き 物
１．通学時においては､くつを使用すること｡

２．校舎内および学校指定の場所では、本校

指定の上ばき（スリッパ）を使用すること。

３．体育館では、本校指定の体育館シューズ

を使用すること。

校内生活
１．登　下　校

（1） 始業時刻を次のように定める。

　　　　予鈴 8 時25分　　始業 8時30分

（2） 下校時刻を次のように定める。

　四季を通じて17時00分。やむを得ずそ

の時刻以後に学校にとどまる場合は、必

ず関係の先生の付添いを必要とする。こ

の場合でも４月から９月の間は19時30分

（水曜日は、19時00分）、10月から３月の

間は19時00分までに下校すること。

（3） 登校後は、授業終了まで校外へ出ない

こと。外出の必要がある場合には、学級

担任に届け出て許可を受けること。

（4） 登下校に際して、単車や自動車等の使

用は認めない。

（5） 単車や自動車等による送迎を禁止する。

特別な事情がある場合には、学級担任に

申し出ること。その場合、保護者の送迎

に限り許可する。

２．互いに敬愛の念をもって接し、礼儀を重

んじるように心がけること。

３．校舎・校具その他の公共物を大切に取り

扱うこと。

４．校舎内外の清潔・整頓に心がけ、互いに

く つ 下
  　華美なもの、高校生として品位を欠くも

のは避けること。

頭 髪 等
１．頭髪は、男女ともに清潔・端正を旨とす

ること。パーマ、脱色、染色等は認めない。

２．装身具、化粧等学校生活において不必要

なものは、身につけたりしないこと。

所持品等
１．カバンその他の携行品は、華美なものは

避けること。

２．不必要な大金および貴重品等は、学校に

持参しないこと。

３．所持品には、必ず記名すること。

４.下足ロッカーは、必ず施錠すること。

備　　考
  　病気その他やむを得ない理由によって、

所定の服装以外のものを着用する場合には、

学級担任を通じて生活指導部に申し出て、

異装許可を受けること。

校外生活
１．校外における服装・言動は、ただ一個人

の問題にとどまらない。学校の名誉と高校

生としての誇りと品位を保ち、責任のある

行動をとるようにすること。

２．三ない運動「免許を取らない」「単車に乗

らない」「単車を買わない」を守り、単車や

自動車等を運転することがないようにする

こと。

３．高校生としてふさわしくない場所には、

決して出入りしないようにすること。

４．アルバイトは、原則として禁止する。家

庭の事情等でやむ得ずアルバイトをする場

合は、保護者の承諾を得ること。この場合、

保護者が責任を持ち、高校生として差しさ

わりのない職種・時間帯・職業環境のもの

に限ること。

自転車通学
１．自転車通学をする者は、本校のステッカー

を指定された場所に必ず貼っておくこと。

２．自転車は、指定された自転車置場に整列

して置き、必ず施錠しておくこと。

３．高鷲方面からの自転車通学者は、定めら

れた通学路を通行すること。農道は通行し

協力して学校の美化に努めること。

５．日々の掲示・放送に注意すること。

６．集合時には、時刻を厳守し、敏速・静粛

に行動し、良識のある態度で臨むこと。

７．定められた時間・場所以外では、飲食し

ないこと。

８．遊び道具は、絶対に学校に持って来ない

こと。

９．次の場合には、事前に関係の先生の指導

を受けること。

（1） 諸種の集会・行事を開催する場合。

（2） 掲示・放送をする場合。

（3） 印刷物を出版、または配布する場合。

10. 校舎・校具を借用、または校具を移動す

る場合には、あらかじめ学校の許可を受け

てから行うこと。

11. 次の場合には、関係の先生に届け出るこ

と。

（1） 校舎・校具を破損した場合、または破

損を発見した場合。

（2） 所持品を紛失または拾得した場合。

（3） 納金・提出物を期間内に提出できない

場合。

（4） 事故または盗難に遭った場合。

（5） その他異常を発見した場合。

  た不正行為をした者は、実情に即し、退学・

停学・訓告等の懲戒処分に付せられる。

３．次のときは、前項に該当する。

（1） 喫煙、飲酒およびその器具所持などの

予備行為、ならびにその同席。

（2）薬物等の乱用およびその器具所持など

の予備行為、ならびにその同席。

（3）窃盗、横領、恐喝、ならびにこれに類

する行為。

（4）暴力行為および暴言、ならびにこれに

類する行為。

（5）故意による、公共物などを破損または

汚損する行為。

（6）単車や自動車等を使用した行為、また

は同乗した行為。

（7）考査中の不正行為、ならびこれに類す

る行為。

（8）教育上の指導に対する指導拒否や指導

無視などの行為。

（9）その他学校の秩序を乱す行為など、生

徒としての本分に反した行為。

諸　　届
１．諸届は、すべて保護者から学級担任を通

じて関係分掌・学校長に届け出なければな

ないこと。（創立時の申し合せ）

４．藤井寺駅、高鷲駅からの自転車通学者は、

有料駐輪場に置くこと。（駅周辺には置かな

いこと。）

５．必ず防犯登録および灯火（ライト）の設

備をしておくこと。

６．雨天時は、必ずレインウェアを着用する

こと。

７．二人乗りは、決してしないこと。

８．交通法規をよく守り､無理な運転をせず､

他の通行者の邪魔にならないよう心がける

こと。

相　　談
１．一身上のことがらや友人の問題で解決に

苦しむような場合には、保護者や先生など

に打ち明けて助言を受け、安心して学校生

活が送れるようにすること。

２．身体上の悩み、その他の悩みは、保健室

に気軽に相談すること。（個人の秘密は、厳

守します｡）

賞　　罰
１．生徒の模範行為は､全生徒に賞揚される｡

２．誓約書に違反して問題を起こしたり、ま

と。

（5） 遅刻　やむを得ない理由により遅刻し

た場合は、ただちに教室に入り授業を受

け、それが終り次第、教科担当に口頭で

申し出ること。遅刻が多い場合には学校

から一定の指導を受けることがある。

（6） 早退　やむを得ない理由により授業の

途中で退室する場合または登校後途中で

早退する場合は、必ず授業担当者または

学級担任に申し出て許可を受けること。

らない。

２．次の場合には、書類を提出しなければな

らない。

（1） 氏名・住所・保護者・保証人の変更が

あった場合は、各変更届。

（2） 学校感染症にかかった場合は、医師の

証明書。

３．欠席･欠課･遅刻･早退･外出等について

（1） 欠席　欠席する場合は、できるだけ当

日にその理由を保護者または本人から口

頭で連絡すること。やむを得ない場合に

は、次の登校日に学級担任に届け出るこ

と。

（2） 1 週間以上にわたる病気欠席の場合は、

医師の診断書を添付すること。病後で体

育授業等を見学する必要がある場合は、

生徒手帳の連絡欄に記入して届け出るこ

と。

（3） 服忌規定　服忌の場合は、下記を限度

として、関係を明記した上で届け出るこ

と。

　　　父母…10日　祖父母・兄弟姉妹…５日

　　　伯叔父母…３日　その他の親族…１日

（4） 欠課　やむを得ない理由により欠課す

る場合は、事前に学級担任に届け出るこ

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2 以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3 分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会



－26－ －27－

生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

制　　服
１．登下校時（休業日も含む）は、必ず制服

を着用すること。

　４月、11～３月は冬服［必ずブレザー着用］

　５月～10月は夏服もしくは冬服

２．希望者は、本校指定のセーターやベスト

を着用してもよいが、本校指定以外のもの

は着用不可。

３．制服の加工は厳に慎しむこと。

防寒具類
１．防寒具のうちオーバー類、マフラー等は、

登下校時に着用してもさしつかえないが、

華美なものや特異なものは避けること。た

だし、校内では着用しないこと。

２．カッターシャツやブラウスの襟から上に

はみ出すようなもの（ハイネックのアン

ダーウェア類）は着用しないこと。

は き 物
１．通学時においては､くつを使用すること｡

２．校舎内および学校指定の場所では、本校

指定の上ばき（スリッパ）を使用すること。

３．体育館では、本校指定の体育館シューズ

を使用すること。

校内生活
１．登　下　校

（1） 始業時刻を次のように定める。

　　　　予鈴 8 時25分　　始業 8時30分

（2） 下校時刻を次のように定める。

　四季を通じて17時00分。やむを得ずそ

の時刻以後に学校にとどまる場合は、必

ず関係の先生の付添いを必要とする。こ

の場合でも４月から９月の間は19時30分

（水曜日は、19時00分）、10月から３月の

間は19時00分までに下校すること。

（3） 登校後は、授業終了まで校外へ出ない

こと。外出の必要がある場合には、学級

担任に届け出て許可を受けること。

（4） 登下校に際して、単車や自動車等の使

用は認めない。

（5） 単車や自動車等による送迎を禁止する。

特別な事情がある場合には、学級担任に

申し出ること。その場合、保護者の送迎

に限り許可する。

２．互いに敬愛の念をもって接し、礼儀を重

んじるように心がけること。

３．校舎・校具その他の公共物を大切に取り

扱うこと。

４．校舎内外の清潔・整頓に心がけ、互いに

く つ 下
  　華美なもの、高校生として品位を欠くも

のは避けること。

頭 髪 等
１．頭髪は、男女ともに清潔・端正を旨とす

ること。パーマ、脱色、染色等は認めない。

２．装身具、化粧等学校生活において不必要

なものは、身につけたりしないこと。

所持品等
１．カバンその他の携行品は、華美なものは

避けること。

２．不必要な大金および貴重品等は、学校に

持参しないこと。

３．所持品には、必ず記名すること。

４.下足ロッカーは、必ず施錠すること。

備　　考
  　病気その他やむを得ない理由によって、

所定の服装以外のものを着用する場合には、

学級担任を通じて生活指導部に申し出て、

異装許可を受けること。

校外生活
１．校外における服装・言動は、ただ一個人

の問題にとどまらない。学校の名誉と高校

生としての誇りと品位を保ち、責任のある

行動をとるようにすること。

２．三ない運動「免許を取らない」「単車に乗

らない」「単車を買わない」を守り、単車や

自動車等を運転することがないようにする

こと。

３．高校生としてふさわしくない場所には、

決して出入りしないようにすること。

４．アルバイトは、原則として禁止する。家

庭の事情等でやむ得ずアルバイトをする場

合は、保護者の承諾を得ること。この場合、

保護者が責任を持ち、高校生として差しさ

わりのない職種・時間帯・職業環境のもの

に限ること。

自転車通学
１．自転車通学をする者は、本校のステッカー

を指定された場所に必ず貼っておくこと。

２．自転車は、指定された自転車置場に整列

して置き、必ず施錠しておくこと。

３．高鷲方面からの自転車通学者は、定めら

れた通学路を通行すること。農道は通行し

協力して学校の美化に努めること。

５．日々の掲示・放送に注意すること。

６．集合時には、時刻を厳守し、敏速・静粛

に行動し、良識のある態度で臨むこと。

７．定められた時間・場所以外では、飲食し

ないこと。

８．遊び道具は、絶対に学校に持って来ない

こと。

９．次の場合には、事前に関係の先生の指導

を受けること。

（1） 諸種の集会・行事を開催する場合。

（2） 掲示・放送をする場合。

（3） 印刷物を出版、または配布する場合。

10. 校舎・校具を借用、または校具を移動す

る場合には、あらかじめ学校の許可を受け

てから行うこと。

11. 次の場合には、関係の先生に届け出るこ

と。

（1） 校舎・校具を破損した場合、または破

損を発見した場合。

（2） 所持品を紛失または拾得した場合。

（3） 納金・提出物を期間内に提出できない

場合。

（4） 事故または盗難に遭った場合。

（5） その他異常を発見した場合。

  た不正行為をした者は、実情に即し、退学・

停学・訓告等の懲戒処分に付せられる。

３．次のときは、前項に該当する。

（1） 喫煙、飲酒およびその器具所持などの

予備行為、ならびにその同席。

（2）薬物等の乱用およびその器具所持など

の予備行為、ならびにその同席。

（3）窃盗、横領、恐喝、ならびにこれに類

する行為。

（4）暴力行為および暴言、ならびにこれに

類する行為。

（5）故意による、公共物などを破損または

汚損する行為。

（6）単車や自動車等を使用した行為、また

は同乗した行為。

（7）考査中の不正行為、ならびこれに類す

る行為。

（8）教育上の指導に対する指導拒否や指導

無視などの行為。

（9）その他学校の秩序を乱す行為など、生

徒としての本分に反した行為。

諸　　届
１．諸届は、すべて保護者から学級担任を通

じて関係分掌・学校長に届け出なければな

ないこと。（創立時の申し合せ）

４．藤井寺駅、高鷲駅からの自転車通学者は、

有料駐輪場に置くこと。（駅周辺には置かな

いこと。）

５．必ず防犯登録および灯火（ライト）の設

備をしておくこと。

６．雨天時は、必ずレインウェアを着用する

こと。

７．二人乗りは、決してしないこと。

８．交通法規をよく守り､無理な運転をせず､

他の通行者の邪魔にならないよう心がける

こと。

相　　談
１．一身上のことがらや友人の問題で解決に

苦しむような場合には、保護者や先生など

に打ち明けて助言を受け、安心して学校生

活が送れるようにすること。

２．身体上の悩み、その他の悩みは、保健室

に気軽に相談すること。（個人の秘密は、厳

守します｡）

賞　　罰
１．生徒の模範行為は､全生徒に賞揚される｡

２．誓約書に違反して問題を起こしたり、ま

と。

（5） 遅刻　やむを得ない理由により遅刻し

た場合は、ただちに教室に入り授業を受

け、それが終り次第、教科担当に口頭で

申し出ること。遅刻が多い場合には学校

から一定の指導を受けることがある。

（6） 早退　やむを得ない理由により授業の

途中で退室する場合または登校後途中で

早退する場合は、必ず授業担当者または

学級担任に申し出て許可を受けること。

らない。

２．次の場合には、書類を提出しなければな

らない。

（1） 氏名・住所・保護者・保証人の変更が

あった場合は、各変更届。

（2） 学校感染症にかかった場合は、医師の

証明書。

３．欠席･欠課･遅刻･早退･外出等について

（1） 欠席　欠席する場合は、できるだけ当

日にその理由を保護者または本人から口

頭で連絡すること。やむを得ない場合に

は、次の登校日に学級担任に届け出るこ

と。

（2） 1 週間以上にわたる病気欠席の場合は、

医師の診断書を添付すること。病後で体

育授業等を見学する必要がある場合は、

生徒手帳の連絡欄に記入して届け出るこ

と。

（3） 服忌規定　服忌の場合は、下記を限度

として、関係を明記した上で届け出るこ

と。

　　　父母…10日　祖父母・兄弟姉妹…５日

　　　伯叔父母…３日　その他の親族…１日

（4） 欠課　やむを得ない理由により欠課す

る場合は、事前に学級担任に届け出るこ

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2 以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3 分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会



－28－ －29－

生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

制　　服
１．登下校時（休業日も含む）は、必ず制服

を着用すること。

　４月、11～３月は冬服［必ずブレザー着用］

　５月～10月は夏服もしくは冬服

２．希望者は、本校指定のセーターやベスト

を着用してもよいが、本校指定以外のもの

は着用不可。

３．制服の加工は厳に慎しむこと。

防寒具類
１．防寒具のうちオーバー類、マフラー等は、

登下校時に着用してもさしつかえないが、

華美なものや特異なものは避けること。た

だし、校内では着用しないこと。

２．カッターシャツやブラウスの襟から上に

はみ出すようなもの（ハイネックのアン

ダーウェア類）は着用しないこと。

は き 物
１．通学時においては､くつを使用すること｡

２．校舎内および学校指定の場所では、本校

指定の上ばき（スリッパ）を使用すること。

３．体育館では、本校指定の体育館シューズ

を使用すること。

校内生活
１．登　下　校

（1） 始業時刻を次のように定める。

　　　　予鈴 8 時25分　　始業 8時30分

（2） 下校時刻を次のように定める。

　四季を通じて17時00分。やむを得ずそ

の時刻以後に学校にとどまる場合は、必

ず関係の先生の付添いを必要とする。こ

の場合でも４月から９月の間は19時30分

（水曜日は、19時00分）、10月から３月の

間は19時00分までに下校すること。

（3） 登校後は、授業終了まで校外へ出ない

こと。外出の必要がある場合には、学級

担任に届け出て許可を受けること。

（4） 登下校に際して、単車や自動車等の使

用は認めない。

（5） 単車や自動車等による送迎を禁止する。

特別な事情がある場合には、学級担任に

申し出ること。その場合、保護者の送迎

に限り許可する。

２．互いに敬愛の念をもって接し、礼儀を重

んじるように心がけること。

３．校舎・校具その他の公共物を大切に取り

扱うこと。

４．校舎内外の清潔・整頓に心がけ、互いに

く つ 下
  　華美なもの、高校生として品位を欠くも

のは避けること。

頭 髪 等
１．頭髪は、男女ともに清潔・端正を旨とす

ること。パーマ、脱色、染色等は認めない。

２．装身具、化粧等学校生活において不必要

なものは、身につけたりしないこと。

所持品等
１．カバンその他の携行品は、華美なものは

避けること。

２．不必要な大金および貴重品等は、学校に

持参しないこと。

３．所持品には、必ず記名すること。

４.下足ロッカーは、必ず施錠すること。

備　　考
  　病気その他やむを得ない理由によって、

所定の服装以外のものを着用する場合には、

学級担任を通じて生活指導部に申し出て、

異装許可を受けること。

校外生活
１．校外における服装・言動は、ただ一個人

の問題にとどまらない。学校の名誉と高校

生としての誇りと品位を保ち、責任のある

行動をとるようにすること。

２．三ない運動「免許を取らない」「単車に乗

らない」「単車を買わない」を守り、単車や

自動車等を運転することがないようにする

こと。

３．高校生としてふさわしくない場所には、

決して出入りしないようにすること。

４．アルバイトは、原則として禁止する。家

庭の事情等でやむ得ずアルバイトをする場

合は、保護者の承諾を得ること。この場合、

保護者が責任を持ち、高校生として差しさ

わりのない職種・時間帯・職業環境のもの

に限ること。

自転車通学
１．自転車通学をする者は、本校のステッカー

を指定された場所に必ず貼っておくこと。

２．自転車は、指定された自転車置場に整列

して置き、必ず施錠しておくこと。

３．高鷲方面からの自転車通学者は、定めら

れた通学路を通行すること。農道は通行し

協力して学校の美化に努めること。

５．日々の掲示・放送に注意すること。

６．集合時には、時刻を厳守し、敏速・静粛

に行動し、良識のある態度で臨むこと。

７．定められた時間・場所以外では、飲食し

ないこと。

８．遊び道具は、絶対に学校に持って来ない

こと。

９．次の場合には、事前に関係の先生の指導

を受けること。

（1） 諸種の集会・行事を開催する場合。

（2） 掲示・放送をする場合。

（3） 印刷物を出版、または配布する場合。

10. 校舎・校具を借用、または校具を移動す

る場合には、あらかじめ学校の許可を受け

てから行うこと。

11. 次の場合には、関係の先生に届け出るこ

と。

（1） 校舎・校具を破損した場合、または破

損を発見した場合。

（2） 所持品を紛失または拾得した場合。

（3） 納金・提出物を期間内に提出できない

場合。

（4） 事故または盗難に遭った場合。

（5） その他異常を発見した場合。

  た不正行為をした者は、実情に即し、退学・

停学・訓告等の懲戒処分に付せられる。

３．次のときは、前項に該当する。

（1） 喫煙、飲酒およびその器具所持などの

予備行為、ならびにその同席。

（2）薬物等の乱用およびその器具所持など

の予備行為、ならびにその同席。

（3）窃盗、横領、恐喝、ならびにこれに類

する行為。

（4）暴力行為および暴言、ならびにこれに

類する行為。

（5）故意による、公共物などを破損または

汚損する行為。

（6）単車や自動車等を使用した行為、また

は同乗した行為。

（7）考査中の不正行為、ならびこれに類す

る行為。

（8）教育上の指導に対する指導拒否や指導

無視などの行為。

（9）その他学校の秩序を乱す行為など、生

徒としての本分に反した行為。

諸　　届
１．諸届は、すべて保護者から学級担任を通

じて関係分掌・学校長に届け出なければな

ないこと。（創立時の申し合せ）

４．藤井寺駅、高鷲駅からの自転車通学者は、

有料駐輪場に置くこと。（駅周辺には置かな

いこと。）

５．必ず防犯登録および灯火（ライト）の設

備をしておくこと。

６．雨天時は、必ずレインウェアを着用する

こと。

７．二人乗りは、決してしないこと。

８．交通法規をよく守り､無理な運転をせず､

他の通行者の邪魔にならないよう心がける

こと。

相　　談
１．一身上のことがらや友人の問題で解決に

苦しむような場合には、保護者や先生など

に打ち明けて助言を受け、安心して学校生

活が送れるようにすること。

２．身体上の悩み、その他の悩みは、保健室

に気軽に相談すること。（個人の秘密は、厳

守します｡）

賞　　罰
１．生徒の模範行為は､全生徒に賞揚される｡

２．誓約書に違反して問題を起こしたり、ま

と。

（5） 遅刻　やむを得ない理由により遅刻し

た場合は、ただちに教室に入り授業を受

け、それが終り次第、教科担当に口頭で

申し出ること。遅刻が多い場合には学校

から一定の指導を受けることがある。

（6） 早退　やむを得ない理由により授業の

途中で退室する場合または登校後途中で

早退する場合は、必ず授業担当者または

学級担任に申し出て許可を受けること。

らない。

２．次の場合には、書類を提出しなければな

らない。

（1） 氏名・住所・保護者・保証人の変更が

あった場合は、各変更届。

（2） 学校感染症にかかった場合は、医師の

証明書。

３．欠席･欠課･遅刻･早退･外出等について

（1） 欠席　欠席する場合は、できるだけ当

日にその理由を保護者または本人から口

頭で連絡すること。やむを得ない場合に

は、次の登校日に学級担任に届け出るこ

と。

（2） 1 週間以上にわたる病気欠席の場合は、

医師の診断書を添付すること。病後で体

育授業等を見学する必要がある場合は、

生徒手帳の連絡欄に記入して届け出るこ

と。

（3） 服忌規定　服忌の場合は、下記を限度

として、関係を明記した上で届け出るこ

と。

　　　父母…10日　祖父母・兄弟姉妹…５日

　　　伯叔父母…３日　その他の親族…１日

（4） 欠課　やむを得ない理由により欠課す

る場合は、事前に学級担任に届け出るこ

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2 以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3 分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会
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生　徒　会　則

　第１章　総　　則
第１条　本会は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会と称する。

第２条　本会は大阪府立藤井寺高等学校の生

徒を以って組織する。

第３条　本会は会員の自主的精神に基づいた

相互協力により学校生活を実り多いものに

することを目的とし、目的達成のため次の

活動を行う。

１．文化､体育活動の振興､学校行事への協

力

２．学校生活の明朗化促進

３．会員の福祉増進

　第２章　役　　員
第４条　本会には次の役員をおく。

  １．会　　長　　１名

  ２．副 会 長　　１名

  ３．書　　記　　２名

  ４．会　　計　　２名

  ５．常任委員　　８名

      ＨＲ委員長　生活委員長　文化委員長

　　体育委員長　保健委員長　図書委員長

      運動部代表　文化部代表

ずれか１名とする）但し、その方法につい

ては学級で適宜決定する。

１．学級代表……学級内のあらゆる業務を

掌り、又、学級を代表して議会に出席す

る。

２．ホームルーム（ＨＲ）委員……常任委員

会のメンバーとしてその職務に当たると

ともに、ＬＨＲの司会、運営、企画等を

掌り、学級の人間関係を深める。また、

生徒会連絡を各クラスに報告する。

３．生活委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級内の生活環

境をよくする。

４．文化委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の文化的

意識の発揚に努める。

５．体育委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の体育活

動を助け指導する。

６．保健委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、清掃の徹底、保

健意識の高揚に努める。

７．図書委員……常任委員会のメンバーと

してその職務に当たり、学級員の読書意

欲の高揚に努める。

８．文化部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

文化部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、文化委員長との連

絡を密にして各種文化行事に協力する。

第29条　常任委員会は、各学級より選出され

た２名ずつの委員でもって構成される。各

委員会は委員長、副委員長、書記を選出し、

議事運営については、議会運営に準ずる。

第30条　部長会は､各部部長で構成され､その

運営については第29条に準ずる｡

　第７章　選挙管理委員会
第31条　選挙管理委員会は本会の役員の選挙

に関する一切の業務を掌る。これに関する

詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒会選挙

規則に定める。

　第８章　学　　級
第32条　学級は本会活動の基本単位であって

本会会員である学級員は、学級担任の指導

助言のもとに、その自主的積極的な活動を

行う。

第33条　学級会議は随時必要に応じて学級代

表の召集より行う。

第34条　学級は次の委員を原則として男女各

１名ずつ選出する。（選挙管理委員は男女い

問を置き、あらゆる活動についてその指導

助言を受ける。

　第12章　最終決定
第42条　本会の決議については最終的には学

校長の承認を要する。

　第13章　会則の改正
第43条　本会則の改正には、総会において、

全会員の過半数の賛成を必要とする。但し、

原案は議会が作成する。

　第14章　補　　則
第44条　本会則は、昭和50年 6 月20日より施

行する。

８．会計委員……学級の会計事務の一切を

掌る。

９．選挙管理委員……選挙管理委員会のメ

ンバーとして職務に当たる。

第35条　学級委員は会長、副会長、書記、会

計を兼務できない。学級委員が常任委員会

の委員長に選出された場合は、ただちに当

該委員を補わねばならない。

　第９章　部　活　動
第36条　本会は、会員がその個性に応じて心

身を練磨し、各種技能の向上に努める場と

して、部をおく。

第37条　部設立ならびに廃止は、議会の決議

によって行われ、設立された部の部活動に

関する詳細は大阪府立藤井寺高等学校生徒

会部規約に定める。

　第10章　財　　政
第38条　本会の経費は、会費、寄附、その他

の収入を以って当てる。

第39条　会計年度は前期５月１日～９月末日、

後期10月１日～４月末日とする。

第40条　予算の執行については、別に手続の

細則を定める。

　第11章　顧　　問
第41条　本会は本校教職員中より選ばれた顧

制　　服
１．登下校時（休業日も含む）は、必ず制服

を着用すること。

　４月、11～３月は冬服［必ずブレザー着用］

　５月～10月は夏服もしくは冬服

２．希望者は、本校指定のセーターやベスト

を着用してもよいが、本校指定以外のもの

は着用不可。

３．制服の加工は厳に慎しむこと。

防寒具類
１．防寒具のうちオーバー類、マフラー等は、

登下校時に着用してもさしつかえないが、

華美なものや特異なものは避けること。た

だし、校内では着用しないこと。

２．カッターシャツやブラウスの襟から上に

はみ出すようなもの（ハイネックのアン

ダーウェア類）は着用しないこと。

は き 物
１．通学時においては､くつを使用すること｡

２．校舎内および学校指定の場所では、本校

指定の上ばき（スリッパ）を使用すること。

３．体育館では、本校指定の体育館シューズ

を使用すること。

校内生活
１．登　下　校

（1） 始業時刻を次のように定める。

　　　　予鈴 8 時25分　　始業 8時30分

（2） 下校時刻を次のように定める。

　四季を通じて17時00分。やむを得ずそ

の時刻以後に学校にとどまる場合は、必

ず関係の先生の付添いを必要とする。こ

の場合でも４月から９月の間は19時30分

（水曜日は、19時00分）、10月から３月の

間は19時00分までに下校すること。

（3） 登校後は、授業終了まで校外へ出ない

こと。外出の必要がある場合には、学級

担任に届け出て許可を受けること。

（4） 登下校に際して、単車や自動車等の使

用は認めない。

（5） 単車や自動車等による送迎を禁止する。

特別な事情がある場合には、学級担任に

申し出ること。その場合、保護者の送迎

に限り許可する。

２．互いに敬愛の念をもって接し、礼儀を重

んじるように心がけること。

３．校舎・校具その他の公共物を大切に取り

扱うこと。

４．校舎内外の清潔・整頓に心がけ、互いに

く つ 下
  　華美なもの、高校生として品位を欠くも

のは避けること。

頭 髪 等
１．頭髪は、男女ともに清潔・端正を旨とす

ること。パーマ、脱色、染色等は認めない。

２．装身具、化粧等学校生活において不必要

なものは、身につけたりしないこと。

所持品等
１．カバンその他の携行品は、華美なものは

避けること。

２．不必要な大金および貴重品等は、学校に

持参しないこと。

３．所持品には、必ず記名すること。

４.下足ロッカーは、必ず施錠すること。

備　　考
  　病気その他やむを得ない理由によって、

所定の服装以外のものを着用する場合には、

学級担任を通じて生活指導部に申し出て、

異装許可を受けること。

校外生活
１．校外における服装・言動は、ただ一個人

の問題にとどまらない。学校の名誉と高校

生としての誇りと品位を保ち、責任のある

行動をとるようにすること。

２．三ない運動「免許を取らない」「単車に乗

らない」「単車を買わない」を守り、単車や

自動車等を運転することがないようにする

こと。

３．高校生としてふさわしくない場所には、

決して出入りしないようにすること。

４．アルバイトは、原則として禁止する。家

庭の事情等でやむ得ずアルバイトをする場

合は、保護者の承諾を得ること。この場合、

保護者が責任を持ち、高校生として差しさ

わりのない職種・時間帯・職業環境のもの

に限ること。

自転車通学
１．自転車通学をする者は、本校のステッカー

を指定された場所に必ず貼っておくこと。

２．自転車は、指定された自転車置場に整列

して置き、必ず施錠しておくこと。

３．高鷲方面からの自転車通学者は、定めら

れた通学路を通行すること。農道は通行し

協力して学校の美化に努めること。

５．日々の掲示・放送に注意すること。

６．集合時には、時刻を厳守し、敏速・静粛

に行動し、良識のある態度で臨むこと。

７．定められた時間・場所以外では、飲食し

ないこと。

８．遊び道具は、絶対に学校に持って来ない

こと。

９．次の場合には、事前に関係の先生の指導

を受けること。

（1） 諸種の集会・行事を開催する場合。

（2） 掲示・放送をする場合。

（3） 印刷物を出版、または配布する場合。

10. 校舎・校具を借用、または校具を移動す

る場合には、あらかじめ学校の許可を受け

てから行うこと。

11. 次の場合には、関係の先生に届け出るこ

と。

（1） 校舎・校具を破損した場合、または破

損を発見した場合。

（2） 所持品を紛失または拾得した場合。

（3） 納金・提出物を期間内に提出できない

場合。

（4） 事故または盗難に遭った場合。

（5） その他異常を発見した場合。

  た不正行為をした者は、実情に即し、退学・

停学・訓告等の懲戒処分に付せられる。

３．次のときは、前項に該当する。

（1） 喫煙、飲酒およびその器具所持などの

予備行為、ならびにその同席。

（2）薬物等の乱用およびその器具所持など

の予備行為、ならびにその同席。

（3）窃盗、横領、恐喝、ならびにこれに類

する行為。

（4）暴力行為および暴言、ならびにこれに

類する行為。

（5）故意による、公共物などを破損または

汚損する行為。

（6）単車や自動車等を使用した行為、また

は同乗した行為。

（7）考査中の不正行為、ならびこれに類す

る行為。

（8）教育上の指導に対する指導拒否や指導

無視などの行為。

（9）その他学校の秩序を乱す行為など、生

徒としての本分に反した行為。

諸　　届
１．諸届は、すべて保護者から学級担任を通

じて関係分掌・学校長に届け出なければな

ないこと。（創立時の申し合せ）

４．藤井寺駅、高鷲駅からの自転車通学者は、

有料駐輪場に置くこと。（駅周辺には置かな

いこと。）

５．必ず防犯登録および灯火（ライト）の設

備をしておくこと。

６．雨天時は、必ずレインウェアを着用する

こと。

７．二人乗りは、決してしないこと。

８．交通法規をよく守り､無理な運転をせず､

他の通行者の邪魔にならないよう心がける

こと。

相　　談
１．一身上のことがらや友人の問題で解決に

苦しむような場合には、保護者や先生など

に打ち明けて助言を受け、安心して学校生

活が送れるようにすること。

２．身体上の悩み、その他の悩みは、保健室

に気軽に相談すること。（個人の秘密は、厳

守します｡）

賞　　罰
１．生徒の模範行為は､全生徒に賞揚される｡

２．誓約書に違反して問題を起こしたり、ま

と。

（5） 遅刻　やむを得ない理由により遅刻し

た場合は、ただちに教室に入り授業を受

け、それが終り次第、教科担当に口頭で

申し出ること。遅刻が多い場合には学校

から一定の指導を受けることがある。

（6） 早退　やむを得ない理由により授業の

途中で退室する場合または登校後途中で

早退する場合は、必ず授業担当者または

学級担任に申し出て許可を受けること。

らない。

２．次の場合には、書類を提出しなければな

らない。

（1） 氏名・住所・保護者・保証人の変更が

あった場合は、各変更届。

（2） 学校感染症にかかった場合は、医師の

証明書。

３．欠席･欠課･遅刻･早退･外出等について

（1） 欠席　欠席する場合は、できるだけ当

日にその理由を保護者または本人から口

頭で連絡すること。やむを得ない場合に

は、次の登校日に学級担任に届け出るこ

と。

（2） 1 週間以上にわたる病気欠席の場合は、

医師の診断書を添付すること。病後で体

育授業等を見学する必要がある場合は、

生徒手帳の連絡欄に記入して届け出るこ

と。

（3） 服忌規定　服忌の場合は、下記を限度

として、関係を明記した上で届け出るこ

と。

　　　父母…10日　祖父母・兄弟姉妹…５日

　　　伯叔父母…３日　その他の親族…１日

（4） 欠課　やむを得ない理由により欠課す

る場合は、事前に学級担任に届け出るこ

代表（常任委員）について出席委員の 3

分の 2以上の不信任支持をえた場合不信

任は成立する。

第９条　役員の辞任に関しては次の要項によ

り定める。

１．生徒会執行部全員が辞任する場合には、

議会に辞表を提出し、その議会において、

出席議員の 3分の 2以上の承認を必要と

する。

２．会長、副会長、書記、会計の辞任の場

合も１．に準ずる。

３．常任委員が辞任する場合は、当該委員

会、部長会に辞表を提出し、出席委員の

3分の 2以上の承認を必要とする。

４．役員の辞任が認められた場合ただちに

後任者の選出が行われなければならない。

　第３章　機　　関
第10条　本会は、その目的のため次の機関を

おく。

  １．総　　　会

  ２．議　　　会

  ３．執 行 部 会

  ４．常任委員会

  ５．各 部 長 会

  なお、この外に必要に応じて会長は、議会

委員、全部長の互選による。

第７条　役員の任期は、５月１日～９月末日

（前期）、10月１日～４月末日（後期）とする。

なお、任期終了後の改選までは、前期のも

のが、これを代行する。

第８条　役員の不信任に関しては次の要領に

より定める。

１．生徒会執行部全体に対する不信任に関

しては、全生徒の 4分の 1以上の署名及

び理由書を選挙管理委員会に提出し、選

挙管理委員会は、それを総会に諮り、総会

において出席会員の 3分の 2以上の無記

名投票による、支持を得た場合成立する。

２．会長、副会長、書記、会計の不信任に

関しては、全生徒の 4分の 1以上の署名

及び理由書を選挙管理委員会に提出し、

選挙管理委員会は、それを生徒総会に諮

り、総会において出席会員の過半数の支

持を得た場合成立する。

３．各常任委員の不信任に関しては、全生

徒の 4分の 1以上の署名及び理由書を会

長に提出し、会長はそれを当該委員会、

部長会に諮り、出席委員の 3分の 2以上

の支持を得た場合成立する。尚、当該委

員会、部長会独自でも、当該委員長、部

る場合を除いて出席会員の過半数の賛成に

よって成立する。

　第５章　議　　会
第18条　議会は、総会に次ぐ決議機関であっ

て、各学級より選出された２名ずつの議員

を以って構成する。尚、議員は学級代表が

兼務するものとする。

第19条　議会は執行部会が提出する議案及び

議会で採択された議案等の審議、議決を行

う。

第20条　議会は全議員の互選によって議長、

副議長、書記を各１名常置する。

第21条　議会の召集は議長がこれを行う。但

し、年度初めの議会では、会長がこれを召

集し、議長決定にいたるまで仮議長を務め

る。

第22条　次のような場合には臨時議会を開く

ことができる。

　１. 議員の４分の１以上が要求した場合

　２. その他、議長が必要と認めた場合

第23条　議会は総議員の過半数で、且つ総学

級数の 3分の 2以上の学級の議員の出席を

もって成立し、決議は出席議員の過半数の

賛成を必要とする。但し本会運営上必要な

規則を制定する場合は出席議員の 3 分の 2

の承認を経て、臨時の特別委員会を設ける

ことができる。

第11条　各機関の会議は、校内公開を原則と

し傍聴者は議長の承認を得て発言すること

ができる。

　第４章　総　　会
第12条　総会は本会の最高決議機関であって

全会員で以って構成する。

第13条　次の場合には総会を開くことができ

る。

  １．会長が必要と認めた場合

  ２．議会が会長に要求した場合

  ３．全会員の 5分の 1以上が要求した場合

  ４．選挙管理委員会が要求した場合

第14条　総会は会長によって召集され、全会

員の3分の2以上の出席によって成立する。

但し、学年末３年生不在の場合の総会は１・

２年会員の 3分の 2以上の出席によって成

立する。

第15条　総会開催の場合、会長は少なくとも

その３日前までに日時、場所、議題を告示

しなければならない。

第16条　総会の議長、副議長は議会の議長、

副議長があたる。

第17条　総会の決議は、特に会則に定めのあ

と協力し、各種行事の計画、執行を行う。

２．生活委員会……会員が明朗にして規律

ある学校生活を営むことができるように

配慮し、そのために必要な一切の問題に

ついて積極的な指導と助言を行う。

３．文化委員会……文化部代表と協力して

会員の文化活動の促進をはかり、各種文

化行事を計画し執行する。

４．体育委員会……運動部代表と協力して

会員の体育活動の促進をはかり、各種体

育行事を計画し執行する。

５．保健委員会……校内の保健衛生に関す

る問題を処理し、遂行するとともに各種

保健行事の計画、執行に関する一切の諸

活動を行う。

６．図書委員会……会員の図書館活動の促

進をはかりその他図書に関する諸問題を

処理する。又、図書館の整備ならびに会

員の図書館利用に際して、その指導にあ

たる。

７．運動部部長会…会員の部活動への参加

をよびかけ、部活動の促進をはかる。各

運動部の活動が円滑に行えるよう常に配

慮し、指導する。又、体育委員長との連

絡を密にして各種体育行事に協力する。

以上の賛成を必要とする。

第24条　議会に欠員が生じた場合、当該学級

は直ちに補欠選挙をしなければならない。

第25条　議員がやむを得ぬ理由により議会に

出席できない場合には、本人あるいは所属

学級の委任による代理人を出すことができ

る。その場合本人、あるいは、学級代表者

は、その旨議長まで届出なければならない。

代理人には議決権はない。

第26条　議会に臨んでその議事進行に著しく

非協力なる者があった場合には、議長は、

その者に議会外への退去を命ずることがで

きる。又、議員の出席が常ならざる学級が

ある場合には、議長は当該議員の所属学級

に議員の更迭を要求できる。

　第６章　執行部会、常任委員会及び部長会
第27条　執行部会は、会長、副会長、書記、

会計及び常任委員で構成される。本会の執

行機関で、本会則第３条に掲げられた目的

達成のため、あらゆる会務を執行する。

第28条　常任委員会及び部長会は次の通りと

し、それぞれ執行部会の監督の下にその任

務を行う。

１．ＨＲ委員会……会員のＨＲ活動の促進

をはかり、執行部、議会、各常任委員会


